
１．補償対象となる活動 

２．申込方法 
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対象となる活動 対象外の活動 

① 自主、計画的に行う地域社会活動、社会福祉

活動、社会奉仕活動で、公益性のある活動 

② 無償で行う活動（実費弁償は除く） 

③ 日帰りの活動 

①～③全ての条件を満たす活動が対象 

 

＜活動例＞ 

・清掃、環境保全、美観活動 

・地域防犯、防災、交通安全対策活動 

・社会福祉施設等における援護活動 

・高齢者・心身障害者各種援護活動   など 

・レクリエーション活動、各種スポーツ活動 

・技能向上、親睦、趣味のための活動 

・団体の構成員のみを対象とする活動 

・有償で行う活動（実費弁償は除く） 

・職業として行う活動 

・営利を目的とする活動 

・宗教の教義を広め、布教を主たる目的とする活動 

・政治上の主義や主張を推進し、又は反対することを

主たる目的とする活動 

・地震、洪水など災害時のボランティア活動 

・共同保育等、保育を目的とする活動 

・医師、弁護士、司法書士、税理士などの専門的な  

 資格においてのみ行うことのできる活動   など 

一般団体 

市内に活動拠点のある５人以上の市民等で構成された団体の日帰りの活動中に、 

偶然起きた事故でケガなどを負った場合に、保険金を支払う制度です 

■ 保険料は全額、枚方市が負担しており、無料で加入できます。 

■ 保険の登録および活動予定について、事前に市への届出が必要です。（⇒「２．申込方法」を参照。） 

■ 補償期間は、令和８年(2026年)４月１日午後４時から令和９年(2027年)４月１日午後４時まで 

(申し込みが４月１日以降の場合は、受付日から適用されます。) 

■ 市内に活動拠点のある５人以上の市民(市内在住、在学、在勤者)で構成される団体が対象です。 

地域社会活動・ボランティア活動など、自発的に広く地域や社会に貢献する目的を持

って日本国内で取り組まれる日帰りの活動 

※有償で行う活動やスポーツ・技能向上・親睦・趣味のための活動は対象外 

 （交通費や材料費などの実費弁償は無償の範囲に含みます。） 

 令和８年(2026年)３月 13日（金）から受付。 

「令和８年度(2026年度)市民公益活動補償保険登録申込書」を市民活動課へ提出してください。 

市民活動課で書類を確認し、不備がなければ登録完了です。受付通知書を団体の代表者へ送付します 

ので、大切に保管してください。 

※登録申込書の裏面に、年間の活動内容と回数を記入してください。（別紙の添付でも構いません。） 

⚠重要⚠ 

■ 令和８年度の『市民公益活動補償保険登録申込書』の提出がない場合は、令和８年４月１日からの 

保険の適用を受けることはできません。（令和７年度の市民公益活動補償保険は、令和８年４月１日 

午後４時で満了します。） 

■ 年度の途中で、代表者が変更された場合や、活動に追加や変更があった場合は、市民活動課へご連

絡ください。 



４．事故が起こった際の手続き 
 

３．補償内容 

賠償責任補償 

※免責額なし 

身体 １人１億円、１事故３億円を限度に補償 

財物 １事故５００万円を限度に補償 

受託物 １事故１００万円を限度に補償 

傷 害 補 償 

※スタッフと 

参加者で補償内容

が異なります 

 入院 通院 後遺障害 死亡 

スタッフ 

団体の活動において主催者側として準備や運

営などに従事する人（市外居住者を除く） 

１日 

5,000円 

１日 

3,000円 

12万円～

400万円 
400万円 

参加者 

団体が主催した市民活動に参加する市内在住、

在学、在勤者および市外居住者 

１日 

1,500円  

１日 

1,000円 

6万円～

200万円 
200万円 

事故発生後、速やかに市民活動課へ 

電話等で報告してください。 

報告者は、代表者以外の方でも結構です。 

市民活動課から報告者等へ事故発生 

状況報告書等を送付します。 

① 市民活動課へ事故発生を報告 ② 保険請求書類の受け取り 

③ 市民活動課へ以下書類を提出 

提出期限：事故発生日の翌月末まで 

市民活動課から保険会社へ書類を送付 

いたしますので、以後は、保険会社と 

事故者の間での手続になります。 

④ 保険会社との手続き 

   重要    

■ 賠償責任補償は、事故に対し市民団体並びに市民団体の代表者及びスタッフに法律上の責任がある

場合に限ります。 

■ スタッフの事故として報告があった場合でも、代表者もしくはスタッフとしての活動中であることが

確認できない場合は、参加者の活動として取り扱う場合があります。 

■ 後遺障害補償金は、死亡補償金額に、「５．別表」の割合を乗じた額になります。 

■ 参加者の往復経路上の事故は対象外です。 

■ 自覚症状しかない頚椎捻挫症(いわゆる｢むちうち症｣)、腰痛等で他覚症状のないものは対象外です。 

■ 熱中症と考えられるような場合でも、医師の診断が脳疾患等の疾病のものは対象外です。 

■ 未成年者のみで構成された団体は、賠償責任補償は対象外です(傷害補償のみ対象）。 

   重要    

■ 保険金の請求手続を行うためには、 事故発生日の翌月末まで に必要書類を市民活動課へ提出

いただく必要があるため、事故発生後は早急に市民活動課へご報告ください。 

■ 保険金の支払い可否は保険会社の判断となります。保険会社による確認・調査の結果、保険金支払

対象であると認められた場合に、保険金が支払われます。 

 提 出 書 類  

- 事故発生状況報告書 

- 団体員名簿など 

(事故者が団体員または活動の参加者であることを

証明するもの) 

- 当該団体の活動が原因で起きた事故であると証明

できるもの 

(事業・活動計画やチラシなど) 



５．別表（後遺障害補償金） 
 

 
 

 

 

 

 

１．眼の障害 

(1)両眼が失明したとき【100％】 

(2)１眼が失明したとき【60％】、 

(3)１眼の矯正視力が０．６以下となったとき【5％】 

(4)１眼が視野狭窄（正常視野の角度の合計の 60％以下となった場合をいう。）となったとき【5％】 

２．耳の障害 

(1)両耳の聴力を全く失ったとき【80％】 

(2)１耳の聴力を全く失ったとき【30％】 

(3)１耳の聴力が５０㎝以上では通常の話声を解せないとき【5％】 
３．鼻の障害 

(1)鼻の機能に著しい障害を残すとき【20％】 
４．咀しゃく、言語の障害 

(1)咀しゃく又は言語の機能を全く廃したとき【100％】 
(2)咀しゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき【35％】 
(3)咀しゃく又は言語の機能に障害を残すとき【15％】 
(4)歯に５本以上の欠損を生じたとき【5％】 

５．外貌（顔面・頭部・頸部をいう。）の醜状 
(1)外貌に著しい醜状を残すとき 【15％】、 
(2)外貌に醜状（顔面においては直径２㎝のはん痕、長さ３㎝の線状痕程度をいう。）を残すとき【3％】 

６．脊柱の障害 
(1)脊柱に著しい変形又は著しい運動障害を残すとき【40％】 
(2)脊柱に運動障害を残すとき【30％】 
(3)脊柱に変形を残すとき【15％】 

７．腕（手関節以上をいう。）、脚（足関節以上をいう。）の障害 
(1)１腕又は１脚を失ったとき【60％】 
(2)１腕又は１脚の３大関節中の２関節又は３関節の機能を全く廃したとき【50％】 
(3)１腕又は１脚の３大関節中の１関節の機能を全く廃したとき【35％】 
(4)１腕又は１脚の機能に障害を残すとき【5％】 

８．手指の障害 
(1)１手の母指を指節間関節以上で失ったとき【20％】 
(2)１手の母指の機能に著しい障害を残すとき【15％】 
(3)母指以外の１指を遠位指節間関節以上で失ったとき【8％】 
(4)母指以外の１指の機能に著しい障害を残すとき【5％】 

９．足指の障害 
(1)１足の第１の足指を指節間関節以上で失ったとき【10％】 
(2)１足の第１の足指の機能に著しい障害を残すとき【8％】 
(3)第１の足指以外の１足指を遠位指節間関節以上で失ったとき【5％】 
(4)第１の足指以外の１足指の機能に著しい障害を残すとき【3％】 

10．その他身体の著しい障害により終身常に介護を要するとき【100％】 
（注１）第７項、第８項及び第９項の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 

（注２）この表に記載のない後遺障害については、この表の区分に準じ、かつ身体の障害の程度に応じて 

保険会社が割合を決定します。 
 

 

＜お問合せ先＞ 

〒５７３－８６６６ 

枚方市大垣内町２丁目１－２０ 

枚方市役所 市民活動課 

ＴＥＬ     ０７２－８４１－１２７３ 

ＦＡＸ     ０７２－８４１－５１３３ 

Ｅｍａｉｌ  skatudo@city.hirakata.osaka.jp 

mailto:skatudo@city.hirakata.osaka.jp



